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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令に伴う 

臨時休業の実施及び分散登校の中止について 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令に伴い、臨時休業の実施

を行うとともに、令和２年４月３日に記者発表した分散登校については中止をいたします。 

 

記 

 

１ 臨時休業の期間について 

浦和高等学校、大宮北高等学校、大宮国際中等教育学校 ４月 ８日（水）～５月６日（水） 

小学校、中学校、浦和南高等学校           ４月 ９日（木）～５月６日（水） 

  ひまわり特別支援学校、さくら草特別支援学校     ４月 ９日（木）～５月６日（水）

※ただし、特別支援学校の新入生の臨時休業期間は、４月１０日（金）～５月６日（水） 

 

２ 臨時休業期間中の児童生徒の預かりについて 

小学校の児童、中学校特別支援学級に在籍する生徒及び特別支援学校に在籍する児童生徒

のうち、自宅等で過ごすことが適切でないと考えられる場合は、在籍する学校施設で受け入

れます。なお、時間帯は通常の学校における在校時間の範囲内とするなど、昨年度末の臨時

休業時と同様に実施いたします。 

  

３ 臨時休業期間中の校庭開放について 

  児童生徒の健康保持の観点から、運動する機会を確保するため、臨時休業中の市立小・中・

高等・中等教育学校の校庭を開放いたします。 

 ⑴ 期 間 ４月９日（木）～５月６日（水） 

 ⑵ 時 間 午前８時３０分～午後４時 

 ⑶ 対象者 在校生及びその保護者 

 

 

  

 

 

記者発表資料 
令和２年４月７日（火） 

問い合わせ先：指導１課 

課長：山浦 

担当：篠谷 

電話：８２９－１６６１ 

内線：４０６０ 

問い合わせ先 

【小学校・中学校に関すること】     指導１課    電話：８２９－１６６１（内４０６０） 

【高等学校・中等教育学校に関すること】 高校教育課   電話：８２９－１６７１（内４１４５） 

【特別支援学校に関すること】      特別支援教育室 電話：８２９－１６６７（内４０７８） 

【保健管理等に関すること】       健康教育課   電話：８２９－１６７８（内４０９３） 

【校庭開放に関すること】        学校施設課   電話：８２９－１６１９（内３９４４） 

 

 


